
問問い合わせ先　☎　電話番号 浦添市役所（代）☎０９８（876）1234

税
金
・
保
険
・
年
金

令
和
８
年
度
所
得
関
係
証
明

の
交
付
を
開
始
し
ま
す

問
市
民
税
課

☎（
８
７
６
）１
２
７
３

６
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
度
所

得
関
係
証
明
を
申
請
で
き
ま
す
。令

和
７
年
１
月
１
日
～
12
月
31
日
ま

で
の
所
得
や
税
額
の
内
容
を
証
明

す
る
も
の
で
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持

ち
の
人
は
、コ
ン
ビ
ニ
で
令
和
8
年

度
所
得
課
税
証
明
書
・
所
得
証
明

書
・
課
税
証
明
書
が
取
得
で
き
ま
す
。

８
月
１
日
か
ら
、一
部
の
人
へ

の「
資
格
確
認
書
」の
発
送
が

変
わ
り
ま
す

問
国
民
健
康
保
険
課
後
期
高
齢

者
医
療
係

☎（
８
７
６
）１
７
１
７

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
を
基
本

と
す
る
仕
組
み
へ
の
移
行
に
伴
い
、

８
月
１
日
よ
り
、一
部
の
人
は
資
格

確
認
書
の
発
送
取
り
扱
い
が
変
わ

り
ま
す
。ご
自
身
の
対
象
区
分
を
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

●
資
格
確
認
書
が
発
送
さ
れ
な
い

人
８
月
１
日
時
点
で「
84
歳
以
下
」

で
あ
り
、か
つ「
マ
イ
ナ
保
険
証
を

お
持
ち
の
人
」。

※
該
当
す
る
人
に
は
資
格
確
認
書

は
発
送
さ
れ
ま
せ
ん
。医
療
機
関
等

を
受
診
す
る
際
は
、マ
イ
ナ
保
険
証

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
資
格
確
認
書
が
発
送
さ
れ
る
人

以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

に
は
、資
格
確
認
書
を
郵
送
し
ま
す
。

医
療
機
関
等
で
ご
提
示
く
だ
さ
い
。

①
８
月
１
日
時
点
で「
マ
イ
ナ
保
険

証
を
お
持
ち
で
な
い
人
」

②
８
月
１
日
時
点
で「
85
歳
以
上
の

人
」

※
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
の
人

で
も
、申
請
に
よ
り
交
付
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑴
ま
た
は
⑵
の
よ
う
な
事
情
に

よ
り
マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
が

困
難
な
場
合
は
、市
窓
口
へ
の
申
請

に
よ
り
資
格
確
認
書
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑴
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
紛
失

し
た
人
、ま
た
は
更
新
中
の
人

⑵
介
助
者
な
ど
の
第
三
者
が
本
人

に
同
行
し
て
、資
格
確
認
を
補
助
す

る
必
要
が
あ
る
人
な
ど

令
和
８
年
度
国
民
健
康
保
険
資

格
確
認
書
の
更
新
に
つ
い
て

問
国
民
健
康
保
険
課
資
格
賦
課

係☎（
８
７
６
）１
２
８
８

「
資
格
確
認
書
」を
す
で
に
お
持

ち
の
人
ま
た
は「
資
格
情
報
の
お
知

ら
せ
」を
す
で
に
お
持
ち
の
70
歳
以

上
の
人
を
対
象
に
、８
月
１
日
か
ら

有
効
の
新
し
い「
資
格
確
認
書
」ま

た
は「
資
格
情
報
の
お
知
ら
せ
」を

７
月
上
旬
頃
か
ら
郵
送
し
ま
す
。

※
保
険
証
の
利
用
登
録
が
さ
れ
た

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド（
マ
イ
ナ
保

険
証
）の
有
無
や
年
齢
に
よ
っ
て
、

お
送
り
す
る
も
の
が
異
な
り
ま
す
。

修
学
特
例（
マ
ル
学
）ま
た
は
遠

隔
地
特
例（
マ
ル
遠
）の
被
保
険
者

は
国
民
健
康
保
険
課
窓
口
で
の
更

新
が
必
要
で
す
。更
新
に
必
要
な
も

の
は
、７
月
上
旬
頃
に
通
知
す
る
案

内
文
書
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間

午
前
8
時
30
分
〜
11

時
30
分
、午
後
１
時
〜
４
時

▲詳しくは
　こちら

暮
ら
し
・
環
境
・
福
祉

高
齢
者
の
た
め
の
在
宅
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
紹
介

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課

☎  （
８
７
６
）１
２
９
２

在
宅
で
生
活
し
て
い
る
高
齢
者

の
た
め
に
必
要
な
支
援
を
、福
祉

サ
ー
ビ
ス
と
し
て
提
供
し
て
い
ま

す
。利
用
に
は
条
件
が
あ
り
ま
す
の

で
、希
望
す
る
場
合
は
、事
前
に
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム

急
病
や
事
故
な
ど
緊
急
の
際
、簡

単
な
操
作
で
外
部
に
通
報
で
き
る

機
器
を
設
置
し
、日
常
生
活
の
安
全

を
確
保
し
ま
す
。

対
象
者

65
歳
以
上
の
単
身
・
高
齢

者
の
み
の
世
帯
で
、疾
病
等
が
あ

り
、日
常
生
活
に
注
意
を
要
す
る
人
。

緊
急
時
に
駆
け
付
け
ら
れ
る
本
島

在
住
の
二
人
の
緊
急
連
絡
先
が
必

要
で
す
。

●
高
齢
者
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス

リ
フ
ト
付
車
両
で
、自
宅
か
ら
医

療
機
関
ま
で
の
送
迎
を
行
い
ま
す
。

対
象
者

60
歳
以
上
の
在
宅
の
人

で
、車
い
す
や
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
を

必
要
と
し
、一
般
の
交
通
機
関
を
利

用
す
る
こ
と
が
困
難
な
人
。

※
送
迎
車
に
同
乗
し
受
診
の
付
き

添
う
人
が
必
要
で
す
。

▲詳しくは
　こちら

令
和
８
年
度
介
護
保
険
料
税

制
改
正
に
つ
い
て

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課
介
護

保
険
料
係

☎  （
８
７
６
）６
８
２
４

令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
よ
り

令
和
７
年
中
の
給
与
所
得
控
除
の

最
低
保
障
額
が
55
万
円
か
ら
65
万

円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
が
、令
和

８
年
度
に
限
っ
て
は
、税
制
改
正
前

の
基
準
に
基
づ
い
て
介
護
保
険
料

の
算
定
を
行
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
り
、税
制
改
正
に
よ
っ

て
令
和
８
年
度
の
住
民
税
が
非
課

税
と
な
っ
た
場
合
で
も
、令
和
８

年
度
の
介
護
保
険
料
の
算
定
に
当

た
っ
て
は
課
税
と
み
な
す
場
合
が

あ
り
ま
す
。介
護
保
険
事
業
の
持
続

的
な
運
営
の
た
め
に
必
要
な
措
置

と
な
り
ま
す
の
で
、ご
理
解
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
納
付
に
は
便

利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課
介
護

保
険
料
係

☎  （
８
７
６
）６
８
２
４

一
度
手
続
き
す
る
と
、各
納
期
限

の
日
に
口
座
か
ら
引
き
落
と
さ
れ

ま
す
。口
座
振
替
の
開
始
は
、原
則

お
手
続
き
を
さ
れ
た
翌
月
末
の
納

期
限
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。

①
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受
け
付
け

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
」「
預

金
通
帳
」を
ご
準
備
の
上
、左
記
の

二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

▲詳しくは
　こちら

②
金
融
機
関
で
の
申
し
込
み

「
介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
」「
預

金
通
帳
」「
通
帳
の
届
出
印
鑑
」を
お

持
ち
に
な
り
、口
座
振
替
を
す
る
金

融
機
関
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

令
和
８
年
度
介
護
保
険
料
に

つ
い
て

問
い
き
い
き
高
齢
支
援
課
介
護

保
険
料
係

☎  （
８
７
６
）６
８
２
４

令
和
８
年
度
介
護
保
険
料
決
定
・

納
入
通
知
書
は
６
月
中
旬
に
発
送

し
ま
す
。年
金
か
ら
保
険
料
を
差
し

引
か
れ
る
人
を
除
き
、第
１
期
納
期

限
は
６
月
30
日（
火
）
で
す
。期
限
内

納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

財政課 ☎（876）1202
※詳しい財政状況は
ホームページで
ご覧いただけます▶

問い合わせ

浦添市の家計簿は、予算の執行状況や市有財産の状況、
市の借入金等を中心に年�回公表しています。

令和７年度下半期財政状況(令和�年�月��日現在）

一般会計予算執行状況

歳出科目 予算現額 支出済額 市民一人当たり
に使われる経費 説明

構成比 執行率
民 生 費
総 務 費
教 育 費
土 木 費
衛 生 費
公 債 費
消 防 費
商 工 費
議 会 費
そ の 他

総 　 　 額

362億   379万円
151億4,281万円
158億5,606万円
47億1,665万円
55億5,128万円
28億6,373万円
16億5,265万円
5億6,342万円
3億4,641万円
3億6,577万円

832億6,257万円

55,716人
59,138人

男
女

43.5%
18.2%
19.0%
5.7%
6.7%
3.4%
2.0%
0.7%
0.4%
0.4%

100.0%

336億     60万円
118億     52万円
83億5,813万円
35億5,706万円
30億9,913万円
28億6,128万円
15億7,188万円
5億1,955万円
3億4,170万円
2億5,584万円

659億6,569万円

92.8%
77.9%
52.7%
75.4%
55.8%
99.9%
95.1%
92.2%
98.6%
69.9%

79.2%

292,551円
102,744円
72,772円
30,970円
26,983円
24,912円
13,686円
4,524円
2,975円
2,228円

574,345円

子育て支援、生活保護、障がい者福祉など

防災、選挙費、デジタル費用など
小中学校の管理、保健体育費など
道路・街路・公園の維持管理など

保健衛生費、清掃費など
借入金の元金・利子など
消防、救急関係の費用など
観光、商工業振興など
市議会運営の費用

農林水産業費、労働費、予備費など

財源 歳入科目 予算現額 収入済額構成比 収入率
市 　 　 　 税
負担金・諸収入
使用料・手数料
繰 入 金 等
国・県 支出金
地 方 交 付 税
交 付 金 等
市 債
総 額

収 入 済 額
徴収すべき金額

175億   500万円
181億6,952万円

1億1,793万円
2億9,346万円

96.3% 40.2%

178億9,392万円
18億4,713万円
6億2,640万円
72億7,190万円
368億   918万円
69億8,419万円
45億4,045万円
72億8,940万円
832億6,257万円

自
主
財
源

依
存
財
源

21.5%
2.2%
0.8%
8.7%
44.2%
8.4%
5.5%
8.7%

100.0%

177億6,905万円
14億2,596万円
6億1,640万円
59億9,561万円
285億   738万円
70億5,033万円
45億3,878万円
9億3,760万円

668億4,111万円

99.3%
77.2%
98.4%
82.4%
77.4%
100.9%
100.0%
12.9%
80.3%

●市税の徴収状況（３月末時点）

各会計予算執行状況
会　計　名 予算現額 収入済額 支出済額 執行率

本年度課税分 滞納繰越分
徴収率 徴収率

一 般 会 計
国 民 健 康 保 険
土地区画整理事業
介 護 保 険
後期高齢者医療
収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出
収益的収入
収益的支出
資本的収入
資本的支出

水
道
事
業
会
計
下
水
道
事
業
会
計

832億6,257万円
128億7,507万円
27億6,891万円
98億3,251万円
16億4,050万円
29億   352万円
29億   427万円
2億5,970万円
9億6,132万円
21億8,527万円
20億4,409万円
7億5,404万円
12億1,429万円

668億4,111万円
119億7,101万円
20億8,343万円
97億7,572万円
17億   813万円
28億7,669万円

1億4,418万円

21億9,085万円

4億3,671万円

659億6,569万円
122億7,619万円
20億1,518万円
91億8,215万円
16億3,377万円

27億6,316万円

3億4,875万円

19億5,525万円

8億1,765万円

79.2%
95.3%
72.8%
93.4%
99.6%
99.1%
95.1%
55.5%
36.3%
100.3%
95.7%
57.9%
67.3%

一 般 会 計
特 別 会 計
企 業 会 計

351億2,919万円
31万円
47万円

0円
0円
0円

市の借入金（３月末現在）
借 入 現 在 高
市民一人当たりの借金
一日当たりの支払利子

一時借入金の状況（３月末現在）

54,947世帯
19.44k㎡

世帯数
面　積

人 口 114,854人

浦 市添
家計簿

の

市有財産の状況
土地              2,258,331㎡

建物                 299,541㎡

基金     120億1,602万円

有価証券 9億8,843万円

Ｂ

民生費
50.9%
民生費
50.9%
民生費
50.9%
民生費
50.9%

教育費
12.7%
教育費
12.7%
教育費
12.7%
教育費
12.7%

公債費  4.3%公債費  4.3%公債費  4.3%公債費  4.3%

総務費
17.9%
総務費
17.9%
総務費
17.9%
総務費
17.9%

衛生費  4.7%衛生費  4.7%衛生費  4.7%衛生費  4.7%
土木費  5.4%土木費  5.4%土木費  5.4%土木費  5.4%

消防費  2.4%消防費  2.4%消防費  2.4%消防費  2.4% 議会費  0.5%議会費  0.5%議会費  0.5%議会費  0.5%
その他  0.4%その他  0.4%その他  0.4%その他  0.4%

商工費  0.8%商工費  0.8%商工費  0.8%商工費  0.8%
●一般会計の主な支出（支出済額）

●一般会計の主な収入（収入済額）

国・県支出金
42.6%
国・県支出金
42.6%

負担金・諸収入2.1%負担金・諸収入2.1%
使用料・手数料

0.9%
使用料・手数料

0.9%

地方交付税 10.6%地方交付税 10.6%

繰入金等  9.0%繰入金等  9.0%

市税
26.6%
市税
26.6%

交付金等6.8％交付金等6.8％

市 債  1.4％市 債  1.4％

問問い合わせ先　☎　電話番号 浦添市役所（代）☎（876）1234
市役所本庁舎・上下水道庁舎の窓口受付時間　午前８時30分～午後４時まで（昼休み 正午～午後1時）
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